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Men s c h l i c h k e i t”,  E i n e  B ew e r t u n g  d e s 

Koalitionsvertrages aus Sicht des Familienbundes 

der Katholiken”, Stimme der Familie, 53.Jg., Heft 

1-2/2006, S.7-8.

　 <http://www.familienbund.org/bilder/_upload/zeits

chrift-32.pdf>

⒅ 　Kirs ten  Sche iwe/Chr i s t i ne  Fuchs l och , 

“Rech t spo l i t i s che  Z i e l e  und  r e ch t l i che 

Gestaltungsmöglichkeiten eines Elterngeldes”, 

Zeitschrift für Rechtspolitik, 39 Jg., Heft 2, 13. März 

2006, S.37-41のうち特に38頁の記述による。

⒆ 　Ibid.

⒇ 　フランス法にいう「意思自治（autonomie de la 

volonté）」に相当する言葉。すなわち、「人の意思は

みずからの行動を規律する法（規範）の源をなすも

のであるとして、社会生活の組織原理を契約思想に

求め、かつ契約原理を終局的には個人の意思に依存

させる意思原理」（山口俊夫編著『フランス法辞典』

東京大学出版会　2002, p.47）を指す。

21 　インフラテスト・ディマプ社が18歳以上の有権者

1,000人を対象に 5月 2日～ 3日に行った。詳細は、

Infratest dimap, DeutschlandTREND Mai 2006, 

Umfrage zur politischen Stimmung im Auftrag der 

ARD-Tagesthemen und acht Tageszeitungen, Berlin, 

Mai 2006 

　 <http://www.infratest-dimap.de/download/dt0605.p

df>

　を参照。

（さいとう じゅんこ・海外立法情報調査室）

はじめに

　2005年 9 月 5 日の演説で、プーチン大統領は、
保健、住宅、教育の 3分野を、「優先的国家プ
ロジェクト」（以下「プロジェクト」とする。）
として国家政策の最重要課題に据えた。同大統
領は、2000年の就任以来、国民の生活水準の向
上を主要な政策目標として掲げてきたが、2,500
万人もの国民が依然最低生活水準を下回る生活
を余儀なくされていることに鑑み、生活水準向
上という目標達成のための新しいメカニズムを
構築する必要性を強調した。このプロジェクト
は、今後もロシアが経済成長を続けるために必
要な「人材への投資」を目指したものである

（注1）

。
　その後、農業経済分野を加えた 4分野のプロ
ジェクトに対し、政府は2006年度に1,345億ルー

ブル（本年 5月時点で、1ルーブル＝約4.2円）
の予算を割り当てることを決定した

（注2）

。2005年10
月21日には、「優先的国家プロジェクト実現会
議」（以下「プロジェクト会議」とする。）を創
設する大統領令が出された。この会議は、プロ
ジェクトに関する大統領への提案、プロジェク
トの目的及びそれに関わる手段の決定、プロ
ジェクト実施経過の分析などを行う組織である。
関係省庁の大臣、大統領補佐官、連邦構成主体
首長、学者などがこれに参加しているが、首相、
連邦議会両院議長、各政党の代表などはメン
バーとなっていない。議長にはプーチン大統領
が就き、メドヴェージェフ第一副首相が副議長
となった

（注3）

。
　本稿では、4分野の中から教育分野のプロジェ
クトの内容を紹介する。まずⅠで、ソ連邦・ロ

【短信：ロシア】

「優先的国家プロジェクト」における教育改革
溝口　修平
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シアにおける教育政策の変遷を概観し、ロシア
の問題状況を整理する。次にⅡで、プロジェク
トにおける教育改革の取組みについて述べる。

Ⅰ　ソ連邦・ロシアにおける教育政策の変遷

1　ソ連邦の教育政策

　帝政ロシア時代には、特権階級と一般大衆の
教育機関が厳格に峻別されており、庶民の教育
機会は非常に限られたものだった。ロシア革命
後、社会主義政権は、こうした差別的な教育制
度を廃する大規模な教育改革を行い、識字率向
上や統一的・非宗教的普通義務教育などの基本
原則のもと、教育政策に力を注いだ。その結果、
国民の大多数が無学で未就学という革命以前の
状況は、大きく変化した。
　ソ連邦における教育政策は、基本的に、教育
と生産的労働を結合した「総合技術教育」によ
り人間の全面的発達を実現することを、その中
核的な課題としていた。総合技術教育とは、教
育と生産的労働を結合し、理論と実践の双方に
おいて、現代生産（社会主義生産）の主要部門
とその科学的原理について学ばせるものであり、
社会主義時代に特有の教育であった。しかし、
特に1930年代から50年代のスターリン時代には、
こうした社会主義的な理想像を掲げながらも、
愛国主義的で国家主義的な詰め込み教育が実施
されたように、その時々の社会・経済、政治的
状況に応じて、ソ連邦の教育政策は紆余曲折を
経験した

（注4）

。
　1985年に始まったペレストロイカは、教育分
野にも大きな変革をもたらした。1988年12月に
開かれた全ソ教員大会においては、教育の「民
主化」「多元化」「人間化」「多様化」などの原
則が謳われ、それらに基づき様々な改革が実施
された。たとえば、学校制度については、「ギム
ナジア」や「リツェイ」といった公立の英才教
育機関が新たに設けられるようになり、教育内

容については、教科課程編成の柔軟化、児童・
生徒の義務的な学習負担の軽減、人文科学系教
科の重視、コース分化・個別化の促進などが行
われた。こうした取り組みは、ロシア連邦の教
育政策にも引き継がれることになった。

2 　ロシア連邦の教育政策

　ソ連邦崩壊後、1992年 7 月に「ロシア連邦教
育法」が制定され、これが現在に至るまで教育
分野におけるロシアの基本法となっている。こ
の法律は、ペレストロイカの成果を受け継いで、
社会主義理念やイデオロギーから脱した個人の
育成を強調し、私立学校の創設や学習内容の選
択の自由を承認するなど、教育制度・教育内容
の多様化を公式に採用したものである

（注5）

。
　しかし、ロシアでは、体制変動期の社会的・
経済的混乱の影響で、様々な青少年・教育問題
が生じた。特に、未成年者の犯罪や薬物使用は
大きな社会問題となっている。また、財政的な
困窮から、教育物資の不足や教育設備の老朽化
が深刻となっている。さらに、教員の賃金水準
が低い上に、断続的に給与遅配が生じるため、
優秀な人材が確保できず、離職率も高い。その
ため、教員のレベル低下や高齢化なども問題と
なっている

（注6）

。
　プーチン大統領は、就任以来これらの問題の
是正に取り組んでおり、その指針として「連邦
教育発展プログラム」（2000年 4月）や「国家教
育ドクトリン」（2000年10月）などの文書が制定
された。これらの文書は、上記の問題（物資の
不足、設備の老朽化、教員レベルの低下）に加
えて、ロシアの教育状況について、以下のよう
な問題を指摘している。
・　子どもの社会的状況と健康状態の悪化
・　国語としてのロシア語教育の弱体化の恐れ
・　質の悪い教科書の流通
・　教職員の人材難（特に農村部で）
・　私立教育機関の質を保障する制度の不備
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・　不登校、不就学児の増加
・　社会的・経済的条件による不平等
・　職業教育の水準の低下　など
　こうした問題への対策として、これまでに英
才教育の展開、教科書検定の制度化、大学入学
のための統一国家試験の導入などが実施され始
めている

（注7）

。

Ⅱ　優先的国家プロジェクトにおける教育改革

　優先的国家プロジェクトも、プーチン大統領
のこれまでの教育改革を継続するものである。
そこでは、今後も国家が革新的な発展を遂げる
ためには、教育システムに新しい動きをもたら
すことが重要であり、その実現が大きな課題で
あると考えられている

（注8）

。
　2005年12月21日にプロジェクト会議幹部会が
採択したプロトコルには、以下のように、2006- 
2007年度における 5つの基本的方針と、各方針
に関する具体的な措置が記されている

（注9）

。
①　 教育のよりよい方式に対する支援及びその
発展
・　  積極的に革新的教育プログラムを導入し
ている高等教育機関及び普通教育機関を
奨励する。競争の結果に応じて、30以上
の高等教育機関に200億ルーブル、6,000
の学校に60億ルーブルを国が支給する。

・　 毎年2,500人の才能ある若者（全国学力オ
リンピックやコンクールの優勝者）に 6
万ルーブルの奨学金を交付する。

・　 優秀な教員に対して、毎年10万ルーブル
の奨励金を支給する。これは、優秀な教
員を支援し、教員の地位向上を目指すも
のである。

・　 これらの措置については、2006年度に92
億ルーブル、2007年度に192億ルーブルを
連邦予算から支出する。

②　最新の教育テクノロジーの導入

・　 2 年間で 2万校がインターネットにアク
セスできるようにし、毎年2,500校以上が
コンピューターの授業を開講する。

・　 連邦のサイトにおいて、100の異なる教育
プログラムを立案し、それを公開する。

・　 2年間で、必要な設備を8,000校以上に設
置し、その予算は総計48億ルーブルとす
る。

③　 国際的水準の国立大学及びビジネススクー
ルの新設

・　 南部連邦管区とシベリア連邦管区に、国
立大学を 1校ずつ創設する（各学生数 3
万名）。また、モスクワ地方及びサンクト・
ペテルブルク市にビジネススクールを 1
校ずつ創設する（各学生数500名）。

・　 連邦予算から、2006年度に30億ルーブル、
2007年度に60億ルーブルを支出し、連邦
構成主体や民間からの資金も受け入れる。

④　学校における教育レベルの向上
・　 クラスの生徒数に応じて、クラス担任に
最大1,000ルーブルの追加的報酬を支払
う。2006年度には、連邦予算から77億ルー
ブルを支出する。

⑤　軍隊における職業訓練システムの発展
・　 期限付きで軍務に付いている軍人のため
に、100の初等職業教育学習センターを軍
隊内に創設する。

・　 ロシア連邦軍において兵士、下士官とし
て 3年以上軍務に付いた職業軍人に対す
る教育を、高等教育機関において行う。

　これらの多くは、競争力のある優秀な学生の
育成を目指すものと言うことができるが、プロ
ジェクト会議のウェブサイト上には、そのほか
に、農村地域におけるスクールバスの運行や地
方の学習設備の充実なども基本的方針として挙
げられており、人口過疎地域における教育レベ
ルの底上げも視野に入れられている。
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おわりに

　プロジェクト会議の副議長を務めるメドヴェー
ジェフ第一副首相は、教育分野は2006年 7 月に
サンクト・ペテルブルクで開催された主要国首
脳会議（G 8サミット）においても重要な議題で
あると述べており、プーチン政権が教育改革を
重視している様子が伺える

（注10）

。前項⑤に記した、
軍隊での職業訓練に関する法律が2006年 7 月に
成立するなど、その成果も徐々に出始めてい
る

（注11）

。
　しかし、2006年 1 月から始まる予定であった
クラス担任への追加的報酬支給がいきなり遅延
するなど、プロジェクトは円滑に進んでいると
は言いがたい

（注12）

。プーチン大統領によると、そこ
には少なくとも以下の 2 つの障害があると考え
られる

（注13）

。
　第一に、プロジェクトを実際に実行するのは、
連邦構成主体や地方自治体であるが、プーチン
大統領が「地方指導者は何をすべきかを理解し
ていない」と批判するように、中央と地方の連
携が不十分である。プロジェクト会議には、連
邦構成主体の首長も数名参加しているが、彼ら
と政権の間の意思疎通は十分でないようである。
　第二に、巨大な官僚組織が、プロジェクトの
実施を妨害していると考えられる。改革を妨害
したり遅らせたりするこうした勢力の影響で、
プロジェクトは、大きな構造的変化を起こすに
は至っていない。
　以上の点は、教育分野に限らず優先的国家プ
ロジェクト全体に共通する問題点である。こう
した問題点をいかに克服できるかが、プロジェ
クトの行方を左右するものと予想される。

注

＊ 本稿のインターネット情報はすべて2006年 6 月 5 日

現在である。

⑴ 　Speech at Meeting with the Cabinet Members, 

the Heads of the Federal Assembly, and State 

Council Members, 2005. 9. 5. ロシア連邦大統領府HP 

<http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2005/09/05

/1101_type82912type82913_93335.shtml>

⑵ 　«Министры делят «национальные проекты»» 

Известия , 2005. 10. 20. （「閣僚は『国家プロジェクト』

を実施」『イズヴェスチヤ』2005. 10. 20.）

⑶ 　Указ Президента Российской Федерации «О 

Совете при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных национальных 

проектов»（「大統領直属の優先的国家プロジェクト

実現会議に関するロシア連邦大統領令」）ロシア連邦

大統領府 HP<http://document.kremlin.ru/doc.asp?I

D=030134>; «Путин назначил ответственных за 

национальные проекты» Известия , 2005. 10. 24. 

（「プーチンは、国家プロジェクトの責任者を任命」

『イズヴェスチヤ』2005. 10. 24.）当初は総勢41名で

あったが、その後会議メンバーは変更されている。

⑷ 　ソ連邦の教育政策については、松本裕二「ロシア

の教育改革―社会主義、ペレストロイカ、新生ロシ

ア―」石川晃弘他編『スラブの社会』（講座スラブの

世界 第 4 巻）弘文堂，1994，pp.87-117；岩崎正吾・

遠藤忠編『ロシアの教育・過去と未来』新読書社，

1996を参照。

⑸ 　Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании»（「ロシア連邦教育法」）優先的国

家プロジェクト実現会議 HP <http://www.rost.ru/e

ducation/education_doc1_2.doc> 邦訳は、「ロシア連

邦法『教育について』」関啓子・澤野由紀子編『資料

ロシアの教育・課題と展望』新読書社，1996，

pp.475-518を参照した。

⑹ 　A. ジュリンスキー「ロシアの学校：問題と展望」

関・澤野前掲書 pp.85-105.

⑺ 　遠藤忠「ロシアの教育政策と国際的学力調査―

［TIMSS、PISA］を通して―」福田誠治『ロシアに

おける英才教育と学校の多様化・個性化に関する総

合的調査研究』（平成14～16年度 文部科学省科学研

究費補助金 基盤研究 B⑴（海外）（課題番号
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14401006））2005，pp.94-121.

⑻ 　優先的国家プロジェクト実現会議HP <http://ww

w.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtm

l>

⑼ 　Направления, основные мероприятия и 

параметры приоритетного национального 

проекта «Образование»（「優先的国家プロジェク

ト『教育』の方針、基本的対策、パラメーター」）優

先的国家プロジェクト実現会議HP <http://www.

rost.ru/education_doc_1.doc>

⑽ 　«Скрытые угрозы» Российская газета , 2005. 12. 

22.（「ひそかな脅威」『ロシア新聞』2005. 12. 22.）

⑾ 　 法 律 は、Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обороны и 

военной службы»（「防衛及び軍務に関するロシア

連邦のいくつかの法令の改正に関する連邦法」）経済

法律コンサルティング・ビジネス情報局HP <http:

//www.akdi.ru/gd/PROEKT/098795GD.SHTM>

⑿ 　«Круглосуточное правительство» Известия , 

2005. 11. 21.（「24時間営業の政府」『イズヴェスチヤ』

2005. 11. 21.）

⒀ 　«Особенности национального проекта» 

Российская газета , 2005. 11. 30（「国家プロジェク

トの特徴」『ロシア新聞』2005. 11. 30.）

参考文献（注に掲げたものは除く）

・ ロシア連邦教育科学省HP <http://www.mon.gov.

ru>

（ みぞぐち しゅうへい・海外立法情報課非常
勤調査員）

　我が国と同様、韓国国会においても、最近ま
では、行政府の官僚が作成した政府提出法案が、
法案全体の大半を占めていた。国会は「立法府」
ならぬ「通法府」、「挙手機」などと揶揄される
こともあった

（注1）

。
　しかし近年、学識経験者や社会運動の経験者
等、各分野の専門家出身の議員が大幅に増加す
る一方、提出法案の数を評価対象の一つとする
市民団体の動きが活発になったことから、議員
発議法案の提出と可決が急増している。
　さらに、「働く国会」「強い国会」「開かれた
国会」をスローガンに、国会改革が検討され、
関連するいくつかの法律案が可決された。
　以下においては、現在の韓国国会の状況につ
いて、議員立法の増加と、国会改革関連法の内

容に焦点をあてて紹介する。

韓国国会の概要

　韓国の国会は、一院制である。現在の定数は
299名、任期は 4年である。解散はなく、 4年毎
に総入れ替えの国会議員選挙が行われる。小選
挙区比例代表並立制が導入されており、有権者
は、小選挙区（243名）、比例区（56名）の合計
2票を投票する。
　1948年、大韓民国建国後に行われた初めての
選挙において当選した議員により構成した国会
を「第 1代国会」として、以後順に「第○代国
会」という名称で呼ばれている。2004年 4 月の
選挙で当選した議員により構成される現在の国
会は、「第17代国会」と呼ばれる。第17代国会議

【短信：韓国】

議員立法の急増と国会改革関連法
白井　京


